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第
一

章

地
理
的
身
延
町
の
成
り
立
ち

身
延
町
は
河
内
地
方
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
し
て
、
明
治
七
年
(
一
八
七
四
〉
大
河
内
村

が
誕
生
し
た
の
を
は
じ
め
、
八
年
福
居
村、

身
延
村、

豊
岡
村
が
つ
づ
い
て
生
ま
れ
、

昭
和
三
十
年
二
月
十
一
日
、

一
町
三
カ
村
が
合
併
し
て
発
足
し
た
町
で
あ
る
。

身
延
町
の
地
理
的
環
境
は
、
東
は
御
坂
山
脈
の
支
脈
毛
無
山
系
の
陵
線
を
も
っ
て
、

南
部
町
に
接
し
て
富
士
山
に
対
し、

西
は
南
ア
ル
プ
ス
山
系
に
つ
づ
く
早
川
町
に
、
北

は
合
流
し
て
富
士
川
を
三
大
急
流
の
一
と
す
る
早
川
を
隔
て
て
中
富
町
お
よ
び
温
泉
郷

の
下
部
町
に
、
南
は
南
部
町
と
安
倍
峠
を
境
と
し
て
静
岡
市
の
梅
ケ
島
に
接

し

て
い

る。
町
の
ほ
ぼ
巾
央
を
富
士
川
が
北
よ
り
貫
流
し
、
川
東
を
国
鉄
身
延
線
、
川
西
を
国
道

五
十
二
号
線
が
併
走
す
る
。
東
経
二
二
八
度
二

O
分
よ
り
一
三
分
、
北
緯
三
五
度
一
七

ま
た
が

分
よ
り
二
六
分
に
跨
っ
て
面
積
は
二
ニ

0
・
四
七
平
方
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
、
県
下
第
十
二

位
に
当
る
広
さ
の
町
で
あ
る
。

次
に
、
標
高
よ
り
眺
め
る
と
、
最
低
地
は
南
部
町
と
の
境
界
線
上
に
あ
た
る
富
士
川

河
川
敷
の
一
四
四

・
七
メ

ー
ト
ル
よ
り
本
町
の
飛
地
の
七
面
山
の
最
高
一

、
九
八
二

・

四
メ
ー
ト
ル
、
五
宗
山

一
、
六
一二
四

・
二
メ
ー
ト
ル
の
間
に
あ
っ
て
、
五

0
0メ
ー
ト

ル
以
上
が
町
面
積
の
五
四
パ

ー
セ
ン
ト
、

一
五
四
メ

ー
ト

ル
か
ら
二

0
0メ
ー
ト

ル
の

聞
の
面
積
が
六
パ

ー
セ
ン
ト

に
当
た
り
、
こ
の
間
の
土
地
は
未
開
拓
地、

あ
る
い
は
河

釦
一
章

地
理
的
身
延
町
の
成
り
立
ち

説
川
敷
で
あ
る
。

集
落
や
耕
地
は
す
べ
て
一
五

0
メ
ー
ト
ル
か
ら
五

0
0
メ
ー
ト
ル
位
ま
で
の
層
に
あ

り
、
富
士
川
と
そ
の
支
流
の
傾
斜
地
を
占
め
て
山
林
に
つ
ら
な
り
、
宅
地、

公
用
地
を

除
い
た
耕
地
は
、
五

・
四
平
方
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
、
町
面
積
の
四

・
二
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
、

山
林
原
野
は
一
一
七
平
方
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
、
総
面
積
の
実
に
八
四

・
五
パ

ー
セ
ン
ト
を

い
白
め
て
い
る
。

そ

ま
た
、
身
延
町
は
県
南
部
に
あ
っ
て
、
富
士
川
の
遡
上
気
流
、
西
部
山
岳
添
い
を
北

上
す
る
気
流
に
よ

っ
て
、
暖
帯
北
部
、
温
帯
南
部
に
当
た
り
、
木
県
と
し
て
は
、
ね
暖

多
雨
地
に
属
し
て
年
平
均
温
度
一

四
・

三
度
、
降
雨
量
平
均
一

、
八
七
八
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
で
あ
り
、
南
部
町
と
比
較
し
て
も
僅
差
の
海
岸
的
気
候
を
帯
び
て
、
累
年
統
計
は
、

温
暖
化
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

県
内
で
は
高
温
多
雨
の
地
域
で
あ
る
た
め
、
植
物
の
生
育
も
極
め
て
よ
く
、
五
ー
六

百
メ

ー
ト
ル
以
下
の
低
地
に
は
暖
帯
林
が
見
ら
れ
、
南
国
的
な
南
天
の
自
生
を
随
所
に

み
る
こ
と
は
、
歌
に
も
う
た
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
暖
帯
か
ら
温
帯
へ
の
移
行
地
と
も

考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
垂
直
的
に
は
標
高
五
|
六
百
メ
ー
ト
ル
(
身
延
山
の
中
腹
〉
が

暖
帯
、
温
帯
の
境
を
な
し
、
暖
帯
植
物
の
カ
シ

・
シ
イ

・
タ
ブ
ノ
キ
等
の
常
緑
広
葉
樹

が
生
育
し
て
い
る
。

タ
ブ
ノ
キ
ほ
か
二

・
三
の
樹
種
は
本
町
を
北
限
と
す
る
も
の
も
あ
り
、
波
木
井
神
の

平
の
タ
ブ
ノ
キ
、
下
山

一
宮
の

ヒ
サ
カ
キ
の
一
群
、
棒
草
旦
の
シ
キ
ミ
の
一
群
な
ど
注

目
し
て
よ
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た、

イ
チ
ョ
ウ
の
名
木
が
あ
る
。

木
町
に
生
息
す
る
動
物
は
文
化
の
発
達
に
つ
れ
て
、
土
地
の
開
発

・
水
路
の
整
備

・

道
路
の
近
代
化
・

農
薬
の
普
及
等
の
影
響
に
よ
っ
て
、
年
々
そ
の
姿
を
減
じ
て
ゆ
く
こ
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と
は
さ
び
し
い
限
り
で
あ
る
。
カ
ワ
セ
ミ
・
カ
ケ
ス
・
ヒ
ヨ
ド
リ
・
ア
カ
シ
ョ
ウ
ピ

ソ・

キ
ビ
タ
キ
な
ど
の
鳴
き
声
、
さ
え
ず
り
な
ど
少
な
く
な
り
、
キ
ジ
の
鳴
き
声
な
ど

旦
で
は
聞
く
こ
と
も
な
く
、
人
為
的
に
そ
の
繁
殖
を
保
護
し
て
い
る
。

し
か
し
、
甲
府

盆
地
以
南
に
は
見
か
け
な
か
っ
た
ム
ク
ド
リ

・
オ
ナ
ガ
が
姿
を
見
せ
は
じ
め
て
い
る
。

魚
類
に
つ
い
て
も
人
工
的
に
放
流
さ
れ
る
時
代
と
な
っ
て
、
ド
ジ
ョ
ウ

・
タ
ニ

シ
な

ど
思
い
出
の
も
の
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

珍
し
い
動
物
と
し
て
は
、
ブ
ッ
ポ
ウ
ソ
ウ
が
身
延
山
を
繁
姫
地
と
し
飛
来
す
る
こ
と

は
日
本
で
も
有
名
で
あ
り
、
ハ
ク
ピ
シ
ン

・
サ
ン
シ
ョ
オ
ウ
オ

・
モ
リ
ア
オ
ガ
エ
ル
等

が
あ
る
。

四
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身
延
町
の
歴
史
の
流
れ

太
古
川
中
府
批
地
は
漫
々
と
水
を
た
た
え
た
一
大
湖
水
で
あ
っ
た
と
か
、
日
士
川
の
渓

谷
を
と
り
ま
く
山
々
は
、
海
氏
火
山
の
大
爆
発
に
よ
っ
て
で
き
た
と
い
わ
れ
る
叩
斐
の

地
に
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
は
、
い
つ
の
頃
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
生
活
を
し
た
の
だ
ろ
う

ミ

O
カ
考
古
学
の
上
で
は
、
そ
の
遺
跡

・
石
器

・
土
探

・
そ
の
他
の
出
土
品
の
研
究
に
よ
っ

て
、
h

行
説
が
あ
る
が
、
次
の
よ
う
に
分
け
て
い
る
。

ー
、
石
川
市
(
無
土
保
、
先
土
器
)
時
代

七

・
八
千
年
な
い
し
一
万
年
位
前
か
ら
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
以
前
の
時
代
。
的
吹
川
の
沿

岸
の
、
品
川
根
丘
陵
、
八
ツ
岳
山
館
等
か
ら
石
斧

・
石
持

・
石
鍬
等
が
出
土
し
て
い
る
0

2
、

縄

文

式

時

代

お
よ
そ
八
千
年
前
頃
に
始
ま
る
。
八
ツ
岳

・
大
菩
薩
山

・
曽
根
丘
陵

-m形
山
手
の

山
続
か
ら
、
石
器
を
伴
っ
た
土
探
・
土
偶
が
数
多
く
出
土
し
て
い
る
。
狩
漁
に
よ
っ

て
、
円
然
食
を
求
め
た
収
集
経
済
生
活
時
代
で
、
こ
の
時
代
は
、
長
く
続
い
た
と
い
わ

れ
て
い
る
。

3
、

弥

生

式

時

代

短
い
期
間
で
土
掃
の
型
か
ら
み
て
数
行
年
間
と
い
わ
れ
て
い
る
。
布
地
か
ら
低
地
に

広
が
り
、
竹
間
恨
丘
陵
一
帯
か
ら
そ
の
低
地
、
ま
た
は
河
川
の
流
域
、
扇
状
地
の
良
耕
に

適
し
た
笛
吹
川
、
荒
川
沿
い
の
巾
府
盆
地
に
ま
で
お
よ
び
、
土
器
に
鉄
器
、
銅
探
を
ま
じ

え
て
出
土
し
、
三
珠
町
な
ど
か
ら
は
多
量
に
炭
化
し
た
米
粒
さ
え
発
見
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
時
代
が
、
口
木
人
が
農
耕
に
よ
っ
て
米
食
を
は
じ
め
、
大
陸
か
ら
の
文
化
を
受

け
入
れ
、
生
皮
経
済
生
用
を
円
引
い
ん
で
、
集
落
を
構
成
す
る
基
を
つ
く
っ
た
時
代
と
い
わ

れ
て
い
る
。

4
、
十
日
的
(
土
師
)
時
代



二
世
紀
か
ら
四
世
紀
頃
に
、
応
神
陵

・
仁
徳
陵
が
作
ら
れ
、
大
和

・
機
内
に
古
墳
が

興
隆
し
て
い
る
が
木
県
に
ww
鋭
い
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
半
世
紀
位
お
く
れ
て
い
る
の
で
は

内
民

、

ミ

0

4
心、

l
V

4
μ

古
墳
は
、
王
家

・
地
方
豪
族

・
集
落
の
汁
長
等
の
基
と
し
て
造
ら
れ
、
豊
富
な
副
葬

品
を
伴
っ
て
お
り、

竪
穴
住
居
跡
の
発
見
と
と
も
に
多
く
の
土
師
器
や
、
種
々
の
果
物

の
種
子
が
出
土
し
て
い
る。

そ
の
遺
跡
は
、
弥
生
文
化
の
栄
え
た
地
域
で
あ
る
。
白
根
丘
陵
や
甲
府
盆
地
の
低
部

の
沖
積
地
に
数
多
く
発
見
さ
れ
て
い
て
、
中
で
も
、
世
山
村
の
狐
塚
か
ら
出
土
し
た
鏡

〈
大
陸
製
〉
は
有
名
で
あ
る
。

住
居
跡
か
ら
は
、
米

・
州
・

く
る
み
等
の
炭
化
し
た
も
の
が
、
見
出
さ
れ
て
い
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
、
身
延
町
の
先
火
時
代
の
文
化
を
み
よ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
富
士

川
沿
岸
と
そ
の
流
域
の
追
跡
、
泣
物
の
分
布
状
況
を
眺
め
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

こ
の
地
域
は
、
山
地
性
で
谷
が
深
く
、
山
地
が
河
岸
に
迫
る
狭
い
段
丘
、
ま
た
は
、

そ
の
山
腹
に
わ
ず
か
に
耕
地
が
が
在
す
る
程
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
分
布
も
県
内

で
も
最
も
少
な
い
地
域
で
あ
り
、
考
ト
什
学
上
は
未
開
発
の
地
方
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
峡
南
地
方
は
、
昭
和
時
代
に
入
っ
て
、
は
じ
め
て
南
部
町
本
郷
原
聞
か
ら
、
土

器
が
発
見
さ
れ
た
の
を
機
縁
に
、
南
部
町

・
宮
、
沢
町

・
下
部
町
等
の
ニ

0
0
メ
ー
ト
ル

程
度
の
高
度
の
台
地
性
山
腹
の
数
カ
所
か
ら
、
石
鉱

・
石
錘

・
石
斧

・
石
皿

・
石
体

・

土
器
の
一
部
が
発
見
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

身
延
町
の
状
況
は
、
身
延
地
区
寺
平

・
豊
岡
地
区
大
久
保

・
清
子
丸
山
か
ら
石
器
と

土
椛
の
破
片
が
発
見
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
夏
草
道
中
身
延
講
座
で
来
身
し
た

講
師
の
考
察
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
土
器
は
縄
文
中
期
の
土
器
と
の
こ
と
で
あ
る
。
な

お
大
河
内
地
区
桜
井
か
ら
も
石
川
市
と
土
探
が
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

先
史
時
代
に
こ
の
身
延
町
に
も
、
先
住
民
族
が
居
住
し
た
事
実
は
、
数
少
な
い
出
土

品
と
は
い
え
、
動
か
し
難
い
事
実
で
あ
る
が
、
未
だ
住
肘
祉
、
古
墳
等
が
発
見
さ
れ
て

い
な
い
の
で
、
そ
の
究
明
は
、
後
に
期
し
た
い
。

弥
生
式
時
代
、
肯
墳
時
代
に
、
近
線
地
方
で
は
、
国
家
統
一
の
業
が
進
め
ら
れ
、
内

に
は
律
令
の
制
定
に
よ
っ
て
、
諸
国
に
国
司
を
置
い
て
そ
の
支
配
下
に
収
め
、
外
に
は

第
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身
延
町
の
雌
山
ん
の
流
れ

三
韓

・
開

・
唐
と
交
通
し
て
、
大
陸
の
文
物
、
制
度
を
と
り
入
れ
、
併
せ
て
仏
教
の
伝

来
に
よ
り
、
奈
良
、
平
安
の
文
化
の
華
を
咲
か
せ
て
い
る
。

日
本
武
尊
が
東
征
の
途
次
、
酒
折
の
宮
に
立
ち
寄
ら
れ
て
、
片
歌
を
唱
和
し
た
翁
を

賞
し
て
、
東
国
造
を
賜
わ
り
、
次
い
で
景
行
天
皇
が
巡
幸
さ
れ
て
、
武
田
王
子
を
淳
川

に
封
じ
て
、
甲
斐
の
統
治
に
備
え
た
と
い
う
古
事
記
の
記
録
は
別
と
し
て
も
、
甲
斐
国

が
奈
良
、
平
安
朝
の
頃
か
ら
中
央
政
庁
と
往
来
が
も
た
れ
た
こ
と
は
「
天
武
即
位
前

紀
」
に
見
え
て
お
り
、

「
延
喜
式
」
に
は
中
斐
の
山
梨
か
ら
、
青
梨
五
担
を
貢
進
し
た

こ
と
の
記
録
を
み
て
も
わ
か
る
。

大
宝
元
年
(
七

O
一
)
大
宝
律
令
が
制
定
さ
れ
て
、
甲
斐
国
は
上
国
に
編
入
さ
れ
た
。

「続

H
本
紀
」
に
「
天
平
三
年
〈
七
三
一
)
十
二
月
巾
斐
国
守
田
辺
史
広
足
、
神
馬
を

献
す
」
と
あ
る
。

こ
の
時
代
ま
で
下

っ
て
米
る
と
集
落
が
発
生
し
て
、
中
央
政
庁
の
租
税
対
象
に
さ
れ

る
ま
で
に
、
巾
斐
の
国
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
地
方
豪
族
が

出
現
し
、
東
悶
に
勢
力
を
得
た
清
和
源
氏
の
一
流
で
あ
る
源
頼
信
が
巾
斐
守
と
な
り
、

つ
づ
い
て
新
羅
三
郎
義
光
が
国
守
と
な
る
に
及
ん
で
、
そ
の
子
義
清
が
青
島
荘
(
市
川

大
門
町
)
の
下
町
職
と
し
て
赴
任
し
て
き
た
の
が
、
平
安
朝
末
期
の
律
令
制
度
の
崩
壊

期
で
あ
る
。

義
清
が
甲
斐
に
留
ま
っ
て
、
こ
の
子
孫
が
巾
斐
源
氏
と
し
て
栄
え
る
。

義
清
の
子
清
光
は
十
余
人
の
子
を
巾
斐
の
各
地
に
削
し
、

牧
の
経
常
を
基
盤
に
し

て
、
勢
力
を
伸
ば
す
。

中
で
も
次
子
信
義
は
、
武
田
荘
武
田
に
住
ん
で
、
武
山
を
称
し
て
武
田
氏
の
祖
と
な

り
、
三
男
遠
光
、
加
賀
美
荘
(
若
草
町
)
を
占
め
て
、
加
賀
美
氏
と
い
う
。

そ
の
'
一
族
が
河
内
に
分
拠
し
、
身
延
を
合
め
て
河
内
地
方
の
歴
史
の
第
一
一
貝
が
は
じ

ま
る
の
で
あ
る
。

遠
光
の
長
男
光
朝
(
秋
山
氏
〉
よ
り
下
山
氏
、
常
業
氏
が
分
れ
、
ま
た、

市
金
氏
も

そ
の
支
流
と
い
わ
れ
る
。

三
男
光
行
が
南
部
に
居
し
て
、
南
部
氏
と
な
り
、
そ
の
子
実
長
は
、
飯
野
の

御
牧

(
大
野

・
相
又

・
波
木
井
〉
三
カ
郷
を
領
し
て
波
木
井
南
部
氏
の
祖
と
な
る
。

五



第
一
一
一
蹴

総
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こ
の
よ
う
に
河
内
に
勢
力
を
長
っ
た
加
賀
美
氏
の
支
族
が
、
甲
斐
源
氏
の
一
族
と
と

も
に
、
挙
っ
て
源
頼
朝
に
協
力
し
て
源
平
の
戦
に
功
名
を
馳
せ
、
鎌
倉
幕
府
創
建
の
一

翼
を
担
っ
て
甲
斐
源
氏
の
声
名
を
高
く
し
て
い
る
。

波
木
井
公
南
部
実
長
は
、
父
光
行
と
と
も
に
鎌
倉
幕
府
に
仕
え
、
永
仁
五
年
(
一
二

九
七
〉
没
し
た
が
、
そ
の
子
孫
は
代
々
波
木
井
郷
を
本
拠
と
し
て
南
朝
に
味
方
し、

義

軍
に
参
加
し
て
誠
忠
を
尽
す
こ
と
二

O
O年
、
八
代
政
光
は
奥
羽
の
八
戸
に
移
っ
た

が
、
そ
の
事
績
は
ゆ
か
り
を
持
つ
'
身
延
の
誇
り
と
い
え
る
。

波
木
井
氏
の
一
族
は
、
こ
の
地
身
延
に
担
を
お
ろ
し
て
、
杉
山
殿

・
原
殿

・
宮
原
殿

.
西
谷
殿

・
小
田
殿

・
船
原
殿

・
そ
の
外
身
延
山
の
法
灯
を
継
い
だ
記
録
が
見
え
る
。

中
央
で
は
南
北
朝
合
一
し
、
足
利
幕
府
が
確
立
し
て
、
叩
斐
国
も
勢
力
交
梓
期
か
。

武
田
氏
の
勃
興
と
と
も
に
、
南
部
氏
が
奥
羽
に
去
っ
て
、
武
田
の
支
流
穴
山
氏
が
代
っ

て
居
を
南
部
に
占
め
た
。

穴
山
信
友
は
河
内
の
中
央
下
山
に
移
り
、
そ
の
子
信
君
(
仰
雪
)
と
二
代
に
わ
た
っ

て
、
武
田
氏
支
配
の
下
に
、
在
地
の
豪
族
を
被
官
化
し
て
河
内
一
円
を
手
中
に
収
め

た
。
父
子
と
も
に
、
殖
庖
興
業
に
つ
と
め
、
寺
社
を
建
立
し
て
、
民
心
を
掌
握
し
、
開

発
に
専
念
、
分
国
的
支
配
を
し
て
繁
栄
を
極
め
た
。

穴
山
信
友
父
子
は
、
武
田
信
虎
、
晴
信
(
信
玄
)
父
子
の
親
族
(
信
友
夫
人
は
、
信
玄

の
姉
、
信
君
夫
人
は
信
玄
の
娘
)
と
し
て
、
武
川
氏
の
柱
石
と
な
っ
て
、
勢
威
を
振
っ

た
が
、
天
正
十
年

(
一
五
八
二
)
三
月
、
勝
頼
が
織
田
徳
川
の
連
合
軍
に
敗
れ
、
田
町

に
向
刃
し
て
武
田
氏
滅
亡
の
年
の
六
月
、
宇
治
の
田
原
で
信
君
は
不
慮
の
死
を
遂
げ
、

そ
の
子
勝
千
代
ま
た
天
正
十
五
年
、
十
六
歳
で
没
し
て
、
そ
の
後
を
絶
っ

た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
中
世
戦
国
の
世
に
、
身
延
を
中
心
と
す
る
諸
豪
族
の
栄
枯
の
歴
史

が
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
記
録
の
古
文
書
が
、
数
多
く
町
内
各
所
に
残
っ
て
い
る
。

ま
た、

波
木
井
公
実
長
は
、
鎌
倉
幕
府
出
仕
の
折
、
日
蓮
聖
人
に
深
く
帰
依
し
て
、

聖
人
入
山
の
機
縁
と
な
り
、
文
永
十
一
年
(
一
二
七
四
〉
五
月
聖
人
を
迎
え
て
、
草
深

い
身
延
の
谷
に
教
化
の
法
灯
が
と
も
り
は
じ
め
て
七

O
O年
。
身
延
山
の
歴
史
は
、
身

延
の
町
の
歴
史
と
と
も
に
織
り
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

武
田
氏
滅
亡
後
の
甲
斐
の
支
配
を
た
ど
る
と
、
織
凶

・
立
臣
氏
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ

/'¥ 

た
が
、
い
ず
れ
も
短
か
い
年
月
で
、
慶
長
以
降
徳
川
氏
の
所
領
と
し
て
、
格
別
に
重
視

さ
れ
た
。

天
正
十
年
(
一
五
八
二
)
三
月
十
一
日
武
田
氏
を
滅
し
た
信
長
は
、
駿
河
を
家
康
に

与
え
、
甲
府
に
河
尻
秀
隆
と
武
田
氏
の
遺
臣
穴
山
梅
雪
を
配
し
て
伏
見
に
帰
っ
た
。
そ

の
六
月
信
長
、
本
能
寺
の
変
に
遭
い
、
ま
た
、
梅
雪
同
じ
六
月
不
応
の
死
を
遂
げ
、
秀

隆
も
、
土
豪
一
授
に
た
お
れ
た
。
そ
の
機
に
乗
じ
て
家
康
は
、
主
の
な
い
甲
斐
に
再
入

国
し
、
平
岩
親
吉
を
甲
斐
の
郡
代
と
し、

武
田
の
遺
臣
成
瀬
正
一

・
日
下
部
定
好
を
甲

斐
奉
行
に
挙
げ
て
、
行
政
に
あ
た
ら
せ
、
関
東
入
固
ま
で
の
九
カ
年
を
支
配
し
た
が
、

北
条
氏
を
滅
し
た
秀
吉
は
家
康
を
北
条
氏
の
所
領
で
あ
る
関
東
に
お
く
つ
て
、
甲
斐
に

豊
臣
秀
勝
を
封
じ
、
つ
づ
い
て
加
藤
光
泰
、
浅
野
長
政
父
子
が
受
封
し
た
が
、
浅
野
幸

長
、
慶
長
五
年
三
六

O
O
)
和
歌
山
に
移
封
さ
れ
て
、
再
び
家
康
の
支
配
下
に
入

る
。
そ
の
間
僅
か
に
二

0
年
間
で
あ
る
。

慶
長
以
降
、
徳
川
氏
の
所
領
と
な
っ
て
、
慶
応
三
年
(
一
八
六
七
〉
徳
川
幕
府
大
政

奉
還
ま
で
の
二
六
七
年
間
、
江
戸
城
防
備
の
外
郭
と
な
り
、
軍
事
的
枢
要
拠
点
と
し
て

の
統
治
を
受
け
る
。

そ
の
間
宝
永
元
年
(
一
七

O
四
)
甲
府
宰
相
綱
立
が
五
代
将
軍
の
嗣
子
と
な
っ
て
、

幕
府
に
入
っ
た
あ
と
を
、
巾
斐
源
氏
の
出
で
あ
る
武
川
衆
か
ら
身
を
お
こ
し
て
、
累
進

し
た
柳
沢
吉
保
が
受
封
し
て
、
入
国
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
長
い
江
戸
幕
府
治
下
の
歴

史
の
中
で
、
た
だ
一
度
の
大
名
支
配
の
時
代
で
あ
る
。

吉
保
、
父
祖
の
地
、
郷
国
へ
の
入
国
は
、
こ
の
国
を
子
孫
の
永
領
の
地
と
期
し
た
こ

ふ
ん

と
で
あ
ろ
う
。
郷
土
人
に
と
っ
て
も
、
そ
の
施
政
は
、
好
ま
し
い
雰
囲
気
を
与
え
、
文

化
の
進
展
を
み
よ
う
と
し
た
が
、
僅
か
二

O
年
で
そ
の
子
吉
里
が
享
保
九
年
〈
一
七
二

四
)
大
和
の
郡
山
に
転
封
と
な
っ
て
、
数
々
の
治
績
を
残
し
て
去
っ

た
。

こ
れ
よ
り
ま
た
幕
府
の
天
領
と
な
り
、
老
中
指
庫
下
の
甲
府
勤
番
が
府
中
(
甲
府
)

を
、
勘
定
奉
行
支
配
下
の
三
部
代
官
が
地
方
を
統
轄
し
た
。

代
官
は
、

一
般
村
方
の
戸
籍

・
訴
訟

・
逮
捕

・
風
教
等
の
総
て
を
司
っ
た
の
で
、
善

き
に
つ
け
、
悪
し
き
に
つ
け
、
村
々
の
領
民
の
生
活
は
、
常
に
左
右
さ
れ
た
。

ま
た
、
天
領
下
の
村
々
に
は
、
名
主

・
長
百
姓

・
百
姓
代
の
村
方
三

役

が
お
か
れ



た
。
こ
の
村
方
三
役
は
、
代
官
支
配
を
受
け
て
、
封
建
体
制
下
の
末
端
機
構
と
な
っ

て
、
納
税
そ
の
他
の
事
務
を
、
っ
か
さ
ど
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

名
主
は
村
(
現
在
の
大
字
)
の
長
で
あ
り
、
長
百
姓
は
、
そ
の
補
佐
役
、
百
姓
代

は
、
百
姓
の
代
弁
者
で
、
小
前
百
姓
な
ど
の
、
名
主
へ
の
要
求
は
す
べ
て
、
百
姓
代
を

通
じ
て
、
行
な
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

村
に
は
五
人
組
が
あ
り
(
組
は
長
い
歴
史
が
あ
る
〉
、
そ
の
組
頭
は
、
組
中
か
ら
選

ば
れ
て
、
そ
の
権
限
は
非
常
に
強
く
、
村
は
名
主
、
長
百
姓
、
組
頭
に
よ
っ
て
、
代
表

さ
れ
た
。

何
事
に
つ
け
て
も
、

こ
の
三
者
に
よ
っ
て
、
代
表
さ
れ
て
い
る
文
書
が
町
内

に
多
く
残
っ
て
い
る
。

組
頭
は
、
そ
の
組
の
婚
姻
・
相
続

・
廃
嫡

・
売
買
等
一
切
の
世
話
を
し
、
組
は
組
頭

を
中
心
と
し
て
農
に
励
み
、
審
修
を
抑
え
、
賭
博
を
禁
じ
、
届
出、

納
税
を
怠
ら
ず

に
、
互
に
法
度
を
守
り
、
耕
作
を
助
力
し
合
い
、
聞
紙
難
を
助
け
合
っ
て
、
親
戚
同
様
に

お
き
て
そ
む

陸
み
合
い
、

一
人
で
も
旋
に
背
く
者
が
あ
れ
ば
、
組
全
員
が
処
罰
を
受
け
る
仕
組
に
な

っ
て
い
た
。

町
内
の
旧
村
々
に
、
五
人
組
御
仕
置
帳
、
御
法
度
書
、
御
条
目
等
の
名
で
、
家
別
人

別
帳
、
宗
門
改
め
帳
と
と
も
に
納
税
の
割
付
書
、
納
税
皆
済
目
録
と
合
わ
せ
て
、
一
番

多
く
残
っ
て
い
る
文
書
で
あ
る
。

代
官
陣
屋
は
、
は
じ
め
巾
府
、
上
飯
旧
、
石
和
(
後
に
谷
村
に
支
所
)
に
設
け
ら
れ

た
が
天
明
中
(
一
七
八

0
年
代
〉
上
飯
町
陣
屋
が
廃
さ
れ
て
、
寛
政
中
(
一
七
九

0
年

代
)
市
川
陣
屋
(
市
川
大
門
町
〉
が
設
け
ら
れ
た
。

市
川
代
官
の
管
轄
は
、
石
高
七
凶
、
八
七
六
石
、
村
数
二
四
七
カ
村
、
外
領
地
(
社

寺
領
)
石
高
八
二
二
石
、
九
カ
村
で
、
身
延
町
の
村
々
は
明
治
維
新
ま
で
そ
の
支
配
を

う
け
て
い

た。

明
治
維
新
は
、
幕
府
の
末
期
的
物
情
騒
然
と
し
た
中
で
、
慶
応
三
年
(
一
八
六
七
)

十
月
十
四
日
徳
川
慶
喜
は
大
政
奉
還
を
奏
請
し
、
十
二
月
九
日
明
治
天
皇
が
王
政
復
古

を
宣
し
て
、
封
建
的
武
家
政
治
か
ら
立
憲
政
治
の
近
代
国
家
へ
の
出
発
の
幕
が
あ
が

司。。
明
治
元
年
(
一
八
六
八
)
四
月
江
戸
城
は
官
軍
に
明
け
渡
さ
れ
、
政
令
一
途
に
出
る

第
二
章

身
延
町
の
歴
史
の
流
れ

こ
と
に
な
り
、
甲
府
城
も
三
月
十
二
日
無
血
開
城
し
て
、
官
軍
の
手
に
帰
し
た
。

山
梨
県
史
に
、

「
参
謀
海
江
田
武
次
甲
府
に
入
り
、
国
事
を
代
理
し
た
の
が
、
山
梨

県
庁
の
は
じ
め
」
と
あ
る
。
戊
辰
(
明
治
元
年
〉
三
月
東
海
道
副
総
督
柳
原
前
光
が
、

次
の
第
一
声
を
発
し
て
い
る
。

今
般
王
政
復
古
真
の
天
領
と
被
仰
出
候
に
付
追
々
自
朝
廷
御
沙
汰
可
有
之
候
共
一
応
是
迄
通
相

心
得
万
端
支
配
頭
へ
相
付
夫
々
職
業
勉
励
可
致
旨
東
海
道
副
総
督
御
沙
汰
候
事

辰

三

月

東

海

道

副

総

督

参

謀

海

江

田

武

次

三
月
二
十
三
日
柳
原
前
光
が
入
甲
し
て
、
県
庁
職
制
の
は
じ
め
で
あ
る
官
員
職
制
を

定
め
た
。

六
月
甲
斐
鎮
撫
府
を
お
き
、
旧
来
の
三
部
代
官
を
廃
し
て
、
三
部
知
県
事
を
任
命

し、

行
政
に
当
ら
せ
た
。
十
一
月
鎮
撫
府
を
甲
斐
府
と
改
め
、
三
部
県
庁
を
郡
政
局
と

改
称
し、

翌
年
三
月
甲
府
県
と
な
っ
て
、
郡
政
局
は
本
庁
に
合
併
さ
れ
た
。

明
治
二
年
七
月
土
肥
実
匡
権
知
事
と
し
て
来
任
、
翌
三
年
知
事
と
な
っ
て
政
を
と

る
。
五
月
田
安
領
一

O
四
カ
村
(
石
高
四
七
、
九
六

O
石
余
)
を
合
し
て
、
甲
斐
四
郡

(山
梨

・
都
留

・
八
代

・
巨
摩
)
が
甲
府
県
の
管
下
に
入
る
。
明
治
四
年
廃
藩
置
県
に

よ
り
、
山
梨
県
と
な
っ
た
。

明
治
五
年
(
一
八
七
二
)
四
月
、
大
小
区
制
を
施
行
し
て
、
県
下
四
郡
を
八

O
区
に

分
け
、
各
区
に
正
副
戸
長
を
お
い
て
、
戸
籍
事
務
を
と
ら
せ
る
。

こ
の
時
大
河
内
地
区
は
八
代
郡
廿
六
区
に
、
下
山
・

身
延

・
豊
岡
地
区
は
巨
摩
郡
三

十
四
区
に
属
し
た
。
十
月
正
副
戸
長
を
廃
し
て
正
副
区
長
を
選
び
、
名
主
、
長
百
姓
を

廃
し
正
副
戸
長
を
各
村
に
お
い
て
旧
制
を
改
め
た
。
こ
の
戸
長
が
現
在
の
町
村
長
の
前

身
で
あ
る
。

明
治
六
年
藤
村
紫
朗
が
県
令
と
し
て
本
県
に
着
任
以
来
、
そ
の
進
歩
性
を
発
揮
し

て
、
教
育
・

殖
産

・
衛
生

・
交
通

・
治
水

・
警
察
と
県
政
全
般
を
振
興
し
て
、
本
県
草

創
時
代
の
基
礎
を
確
立
し
て
、
県
勢
発
展
の
途
を
た
ど
り
、
そ
の
治
績
を
大
い
に
挙
げ

た
。明
治
五
年
土
肥
県
令
の
発
し
た
町
村
合
併
の
布
達
は
、
大
小
切
税
法
を
改
正
し
て
、

増
大
す
る
負
担
を
村
費
節
約
で
補
わ
せ
よ
う
と
し
て
、
合
村
を
勧
め
た
の
で
あ
る
が
、

七
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大
小
切
騒
動
を
ひ
き
お
こ
し
、
そ
の
…
実
績
が
あ
が
ら
な
か
っ
た
が
、
六
年
政
府
は
大
蔵

利
達
を
出
し
て
積
極
的
に
介
村
を
す
す
め
、
藤
村
県
令
の
強
い
指
導
に
よ
り
、
五
年
に

は
二
カ
村
の
合
併
が
、
七
年
四
八
カ
村
、
八
年
に
は
一

O
三
カ
村
什
併
を
み
て
、
全
国

的
に
も
異
例
な
多
数
町
村
の
合
併
を
実
現
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
中
で
木
町
旧
凶
カ
村
も
誕
生
し
た
こ
と
は
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
が
、
当
時

の
町
内
記
録
を
総
合
す
る
と
、
〈
H

併
時
の
戸
長
は
次
の
通
り
と
な
る
。

四
カ
村
誕
生
(
年
次
順
〉

ー
、
大
河
内
村
明
治
七
、
一

O
、
八
上
八
木
沢

・
下
八
木
沢
・
帯
金

・
大
笠
・
棒
草

里

・
大
崩

・
丸一向
・角
打
・和
山
・樋
之
上
・大
島
が
合
村
、
初
代
戸
長
伊
藤
政
十
郎

2
、
福
居
村
明
治
八
、

一
、

一

九

下

山
・
梨
倉
二
カ
村
が
合
村
、
初
代
戸
長
穂

坂
喜
兵
衛

3
、
身
延
村
明
治
八
、
一
、
一
九
久
遠
寺
支
配
町
方
(
現
門
内
)

・
波
木
井

・

梅
平
(
大
野
本
遠
寺
領
)

・
大
野
の
四
カ
村
が
什
村
、
初
代
戸
長
藤
田
源
平

4
、
豊
岡
村
明
治
八
、
二
、
一
七
小
田
船
原
・
門
野
・
大
成
・
相
又
・
浩
子
・

光
子
沢

・
横
根
中

・
の
七
カ
村
が
合
村
、
初
代
戸
長
清
水
為
八

明
治
九
年
従
来
の
八
十
区
を
コ
一
十
凶
ば
に
改
め
、
福
居
、
身
延
、
豊
岡
各
村
は
山
梨

県
十
八
区
、
大
河
内
村
は
同
十
九
区
に
編
入
さ
れ
、
明
治
十
一
年
、
地
方
自
治
制
に
関

す
る
府
県
会
規
則
、
地
方
税
規
川
、
川
区
町
村
編
成
法
の
い
わ
ゆ
る
三
新
法
が
公
布
さ

れ
、
郡
画
を
制
定
し
て
県
管
内
凶
邸
を
九
郡
と
し
、印
刷
長
が
配
置
さ
れ
た
。
福
居

・
身

延

・
堤
岡
の
各
村
は
南
巨
摩
郡
(
二
五
カ
村
)
に
、
大
河
内
村
が
西
八
代
郡
(
三
五
カ

村
〉
に
属
し
た
。

明
治
十
二
年
(
一
八
七
九
)
府
県
会
規
則
に
よ
っ
て
、
県
会
が
聞
か
れ
、
南
部
出
身

の
近
藤
喜
則
が
初
代
県
会
議
長
に
選
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
よ
り
さ
き
、
藤
村
県
令
は

県
会
規
則
を
公
布
し
て
、
十
年
五
月
巾
府
一
蓮
寺
で
木
県
初
の
県
会
を
聞
い
た
が
、
そ

の
歴
史
的
県
会
に
、
本
町
恥
出
の
市
川
市
…
一
門
が
公
選
議
員
と
し
て
参
会
し
て
い
る
。

そ
の
後
明
治
二
十
二
年
(
一
八
八
九
〉
市
制

・
町
村
制
が
施
行
さ
れ
て
、
向
治
制
度

が
発
足
し
、
二
十
四
年
府
県
制
を
実
施
し
た
。
こ
れ
か
ら
山
梨
県
と
し
て
の
地
方
自
治

行
政
は
、
中
央
政
府
の
任
命
す
る
県
知
事
の
統
制
下
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

八

あ
る
。こ
の
よ
う
な
め
ま
ぐ
る
し
い
変
革
の
中
に
お
い
て
、
町
村
制
施
行
時
の
村
長
と
し

て
、
下
山
村
遠
藤
文
五
郎
、
身
延
村
豊
岡
村
(
兼
任
〉
清
水
為
八
、
大
河
内
村
片
田
貞

治
が
選
ば
れ
て
い
る
。

身
延
町
旧
凶
カ
村
が
、
そ
れ
ぞ
れ
誕
生
し
て
か
ら
の
変
遷
を
見
る
と
、
明
治
十
七
年

(
一
八
八
四
〉
身
延
村
と
豊
岡
村
が
連
合
役
場
を
持
っ
た
が
、
二
十
二
年
町
村
制
施
行

に
際
し
て
解
消
し
、
同
年
大
河
内
村
が
大
空
区
の
川
向
を
富
里
村
(
現
下
部
町
)
に
分

割
し
て
い
る
。

二
十
九
年
に
福
居
村
が
下
山
村
と
改
称
し
、
昭
和
六
年
(
一
九
三
一
)
に
身
延
村

が
、
日
連
聖
人
入
滅
六
五

O
遠
忌
執
行
を
機
に
、
町
制
を
施
行
し
て
身
延
町
と
な
る
な

ど
、
幾
多
の
変
遷
を
経
て
、
昭
和
三
十
年
二
月
十
一
日
の
建
国
記
念
日
に
、

一
町
三
カ

村
が
大
同
団
結
し
て
、
現
身
延
町
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

初
代
町
長
佐
野
祥
盛
、
二
代
河
井
直
一
の
後
を
う
け
て
三
代

・
四
代
現
町
長
佐
野
為

雄
が
二
期
在
任
中
で
、
新
町
発
足
以
来
十
五
年
間
、
数
度
の
台
風
災
害
を
克
服
復
旧
し

て
、
道
路
網
の
整
備
、
教
育
設
備

・
社
会
福
祉
施
設
の
拡
充

・
産
業
構
造
の
改
善
等
の

突
を
あ
げ
て
、
切
る
い
町
の
建
設
を
目
指
し
て
い
る
。

県
行
政
の
出
先
機
関
そ
の
他
の
公
共
機
関

・
学
校
等
が
集
中
し
て
峡
南
の
文
化
行
政

の
セ
ン
タ
ー
に
ふ
さ
わ
し
い
身
延
の
町
の
歴
史
は
、
七

O
O年
の
ゆ
る
が
ぬ
伝
統
を
誇

さ
ん

る
身
延
山
の
法
灯
と
と
も
に
、
燦
と
し
て
輝
き
、
別
U
の
歴
史
を
開
い
て
ゆ
く
。
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和
名
抄
に
「
川
合
郷
(
割
石
峠
、
柳
川
以
南
)
」
の
名
が
見
え
、
そ
の
地
が
甚
だ
樹
氏

然
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
中
心
と
な
る
集
落
が
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
甲
斐
叢
記
の
河
内
偵
の
項
に

「
官
七
川
を
隔
て
て
、
東
西
二
領
と
す
西
河
内
は

総
て
巨
摩
郡
に
属
き
、
下
山
正
、
南
部
御
牧
、
飯
野
御
牧
、
早
川
入
、
中
山
等
是
に
属

き
乃
ち
河
内
路
な
り
。
東
河
内
は
符
八
代
に
係
り
、
岩
間
庄
(
岩
間
・
古
関

・
常
業

・

川
原
・
市
金
・
大
島
〉
下
部
是
に
隷
け
り
。
此
地
本
州
の
南
へ
差
出
た
る
処
に
て
山
長

く
澗
多
し
。
山
渓
の
聞
に
村
落
あ
り
、
焼
畑
を
耕
し
て
雑
穀
を
植
ゆ
水
川
少
し
」
な
お

東
西
河
内
の
項
に
「
此
地
穴
山
氏
の
封
邑
な
り
し
よ
り
か
く
調
へ
る
な
ら
ん
」
と
あ

っ
て
、
和
名
抄
の
川
合
郷
は
穴
山
氏
の
所
領
河
内
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。

身
延
町
の
模
様
は
、
縄
文
中
期
の
出
土
品
が
あ
る
に
し
て
も
お
そ
ら
く
、
甲
府
盆
地

の
集
落
発
生
過
程
と
は
、
日
然
的
条
件
に
遮
ら
れ
て
お
く
れ
平
安
末
期
か
ら
中
世
の
初

に
至
っ
て
、
集
落
を
み
、
南
部
氏
に
よ
る
牧
の
開
発
、
下
山
氏
、

帯
金
氏
等
の
小
豪
族

の
在
地
経
営
が
、
身
延
の
町
の
草
創
時
代
と
い
え
よ
う
。

日
蓮
聖
人
の
御
遺
文
「
松
野
殿
御
返
事
」
に

「
上
略
抑
々
此
の
山
と
申
す
は
南
は
野

山
漫
々
と
し
て
百
余
里
に
及
、
べ
り
、
北
は
'身
延
山
高
く
崎
て
白
根
が
獄
に
つ
づ
き
西
は

七
面
山
と
申
す
山
峨
々
と
し
て
円
雪
絶
え
ず
、
人
の
住
家
二
子
な
し
、
適
聞
く
る
物
と

て
は
梢
を
伝
ふ
猿
殺
な
れ
ば
下
略
」
と
あ
っ
て
鎌
倉
時
代
初
期
の
身
延
の
姿
を
写
し

山
山
し
て
い
る
。

穴
山
氏
が
武
田
氏
再
支
配
の
も
と
に
、
河
内
を
経
営
開
発
し
て
、
下
山
が
戦
略
上
、

経
済
上
河
内
の
交
通
の
要
街
と
な
っ
て
、
南
部
の
新
宿
と
し
て
発
展
し
、
江
戸
時
代
本

陣
の
所
在
地
、
街
道
一
の
宿
場
、
下
山
千
軒
と
呼
ば
れ
て
繁
栄
を
つ
づ
け
た
。
ま
た
、

日
蓮
聖
人
入
山
以
来
、
仏
の
加
護
を
願
う
権
力
者
や
全
国
か
ら
の
参
拝
者
に
賑
わ
っ
た

駿
州
街
道
(
身
延
街
道
〉
の
発
達
と
慶
長
十
二
年
三
六

O
七
〉
に
は
じ
ま
る
川
丈
十
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八
里
(
七
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
〉
を
五
時
間
で
下
っ
た
富
士
川
通
船
は
、
御
回
米
の
川
下

げ
が
第
一
で
あ
り
、
公
用
交
通
と
商
業
物
資
の
運
輸
、
一
般
旅
人
の
舟
と
が
あ
っ
て
、

塩
魚

・
砂
糖

・
綿
糸
綿
布
等
が
入
り
、
米

・
木
炭

・
木
材
を
つ
け
出
し
た
舟
運
は
、
河

内
領
民
の
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

領
民
の
日
常
生
活
は
、
天
文
十
六
年
(
一
五
凶
七
〉
信
玄
制
定
の
甲
州
法
度
五
十
五

カ
条
、
同
二
十
二
年
追
加
ニ
カ
条
、
永
禄
元
年
(
一
五
五
八
)
信
玄
家
法
九
十
九
カ
条

の
信
玄
式
目
が
な
っ
て
、
甲
州
の
諸
法
制
、
社
会
秩
序
、
倫
理
綱
領
(
道
徳
規
範
)
が

示
さ
れ
た
。
徳
川
氏
は
こ
の
遣
法
を
継
承
し
な
が
ら
、
秀
吉
の
布
い
た
五
人
組
制
を
復

活
し
て
、
浪
人
無
法
者
の
取
締
ま
り
に
、
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
に
活
用
し
提

S
を
定
め

て
、
宗
門
改
め
を
厳
電
に
し
た
。

寛
文
四
年
(
一
六
六
四
〉
以
降
は
年
毎
に
覚
書
を
、
村
々
か
ら
出
さ
せ
て
い
る
。
前

述
し
た
よ
う
に
町
内
に
数
多
く
御
法
度
書

・
御
条
日

・
五
人
組
御
仕
置
帳
と
な
っ
て
残

っ
て
い
る
。
ま
た
、
相
又
村
に
は
若
者
組
の
記
録
が
あ
っ
て
、
覚
書
の
内
容
に
添
っ

て
、
名
主
、
組
頭
に
若
者
と
し
て
の
在
り
方
を
誓
っ
て
い
る
。

五
人
組
の
制
度
は
、
組
内
相
互
検
察
、
相
互
扶
助
、
連
市
保
証
を
主
斤
と
し
て
、
名

主

・
長
百
姓

・
組
頭
に
警
察

・
租
税

・
勧
農

・
戸
籍

・
逓
送
を
円
治
的
責
任
を
持
た

せ
、
領
民
の
日
常
生
活
を
厳
重
に
規
制
し
た
も
の
で
、
明
、
治
六
年
(
一
八
七
三
〉
伍
組

編
成
法
が
公
布
に
な
る
ま
で
つ
づ
い
た
。

町
誌
資
料
と
し
て
集
め
た
沢
山
の
村
人
の
生
活
の
記
録
と
も
い
え
る
古
文
書
の
中
か

ら
特
に
日
に
つ
く
も
の
を
二
、
三
拾
っ
て
み
よ
う
。

そ
の
一
つ
に
、
売
渡
し
証
文
、
借
用
証
文
、
借
地
年
季
証
文
が
非
常
に
多
い
。
こ
れ

は
租
税
完
納
不
能
の
た
め
に
、
連
帯
責
任
上
、
代
納
し
て
く
れ
た
相
手
に
、
田
畑
を
質

入
し
て
来
年
の
収
穫
を
返
済
に
充
て
た
も
の
や
遂
に
は
山
畑
を
手
ば
な
し
た
-証
文
で
あ

る
。
耕
地
の
狭
少
な
上
に
、
年
々
歳
々
水
宝
間
に
あ
い
、
作
付
不
能
、
山
続
き
の
耕
地
の

た
め
、
猪
・
鹿
・
猿
の
被
害
も
甚
大
で
あ
り
、
幼
稚
な
営
農
技
術
に
よ
る
こ
と
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
「
乍
恐
以
書
一
中
奉
願
上
候
」
の
納
米
軽
減
、
免
除
の
歎
願
書
が
名
主
以

下
三
役
の
名
で
毎
年
の
よ
う
に
、
市
川
代
官
に
出
さ
れ
て
い
る
の
を
み
て
も
、
い
か
に

農
民
が
租
税
の
た
め
に
苦
し
ん
だ
か
を
実
証
し
て
い
る
。

九
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納
税
を
困
難
に
し
た
原
因
の
一
つ
に
水
害
が
あ
る
。

川
除
普
請
(
水
害
復
旧
工
事
〉

と
用
水
堰
の
出
役
の
記
録
が
下
山
、
相
又
、
角
打
、
和
田
の
村
々
に
多
い
。
生
き
る
こ

と
に
直
接
つ
な
が
る
苦
難
の
年
中
行
事
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

次
に
下
山
宿
か
ら
の
大
助
郷
人
起
割
当
が
繁
く
、
東
河
内
十
九
カ
村
の
村
々
が
、
生

活
を
圧
迫
さ
れ
て
、
稼
業
が
成
り
立
ぬ
た
め
の
紛
争
が
、
長
く
続
い
て
い
る
。
そ
の
原

因
は
、
割
当
人
足
一
人
に
対
し
て
三
人
を
割
当
て
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
そ
の
都
度

下
山
宿
と
交
渉
し
た
が
、
長
年
に
亘
っ
て
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
遂
に
安
政
二
年
〈
一
八

五
五
)
東
河
内
一
九
カ
村
が
団
結
し
て
、
三
メ

ー
ト
ル
に
及
ぶ
長
文
の
訴
願
文
を
村
名

を
列
記
し、

波
高
島
村
丈
右
衛
門
、
市
之
瀬
村
重
郎
左
衛
門
、
上
八
木
沢
村
清
右
衛
門

の
各
長
百
姓
が
代
表
者
と
な
っ
て
、
市
川
役
所
に
訴
え
て
い
る
。

こ
れ
は
、
駿
府
御
目
付
役
の
通
行
、
武
家
や
其
の
他
一
般
人
の
身
延
山
参
詣
の
通
行

が
多
い
た
め
、
割
当
が
度
重
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
来
倉
村
の
「
粟
倉
村
下
山
宿
定
助
郷

伝
馬
渡
日
帳
」
の
寛
文
九
年
三
六
六
九
〉
よ
り
一

0
年
間
の
記
録
を
み
る
と
、
人
足

二
人
、
馬
二
疋
で
年
間
平
均
九

O
日
か
ら
一

O
O日
勤
め
て
い
る
。
下
山
宿
繁
栄
の
陰

に
、
そ
の
助
郷
課
役
に
耐
え
切
れ
な
か
っ
た
村
々
の
姿
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
苦
し
い
生
活
の
中
か
ら
、
農
閑
期
を
利
用
し
て
の
出
稼
ぎ
、
副
業
が
必

然
的
に
生
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
山
畑
を
開
墾
し
て
三
極
の
栽
培
に
よ
る
現
金
収
入
、

そ
れ
を
原
料
と
し
て
の
紙
漉
が
そ
れ
で
あ
る
。
豊
岡
、
大
河
内
地
区
か
ら
、
紙
漉
運
上

(
税
金
)
取
り
立
て
に
関
す
る
文
書
が
多
く
あ
る
。

ま
た
、
三
一
極
売
買
に
つ
い
て
、
生
産
者
と
紙
漉
業
者
(
市
川
大
門
、
西
島
)
と
の
利

害
関
係
か
ら
起
っ
た
紛
争
は
文
化
十
一
年
(
一
八
一
四
〉
河
内
八
三
カ
村
に
及
ん
で
い

る。
こ
の
紛
争
の
箱
訴
の
文
書
に
本
町
関
係
で
は
、
下
山
村
名
主
太
兵
衛
、
相
又
村
名
主

栄
助
、
大
島
村
長
百
姓
文
兵
衛
、
和
田
村
名
主
電
郎
右
衛
門
の
名
が
み
え
て
い
る
。

富
士
川
の
舟
乗
り
、
筏
師
稼
業
も
重
要
な
現
金
収
人
の
途
で
あ
っ
た
。

明
治
六
年
(
一
八
七
三
)
の

「
船
頭
連
名
帳
」
に
八
二
人
の
中
本
町
関
係
の
船
主

が
、
八
木
沢
一
一
人
、
帯
金
一
三
人
、
波
木
井
九
人
、
大
島
四
人
計
三
七
人
み
え
て
い

る
。
舟
一
般
に
船
頭
一
人
、
半
乗
二
人
、
小
船
頭
一
人
が
乗
る
の
で
、
少
く
と
も
一
五

。

O
人
近
い
人
が
舟
乗
り
を
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
古
老
の
話
を
き
く
と
、
明
治
三
十

年
頃
(
一
八
九
七
頃
)
は
角
打
に
も
一

O
般
近
い
船
主
が
お
っ
た
。
と
い
う
か
ら
、
河

内
地
方
は
作
聞
に
は
男
と
い
う
男
は
舟
乗
り
稼
業
を
し
た
の
だ
ろ
う
。
此
の
稼
業
も
身

延
線
の
開
通
で
、
終
止
符
が
打
た
れ
た
。

そ
う
し
た
中
で
、
特
筆
に
値
す
る
も
の
は
、
下
山
を
中
心
と
し
た

作
聞
大
工
で
あ

る。
宝
麿
六
年
(
一
七
五
六
)
竹
下
幸
内
、
石
川
久
左
衛
門
の
訴
状
に
よ
る
と
、
弟
子
を

除
い
て
大
工
の
人
数
凡
そ
一
四

O
l
一
五

O
人
で
、
文
政
六
年
(
一
八
二
三
)
の
職
業

出
入
の
訴
状
の

「
大
工
仲
間
人
別
帳
」
に
よ
る
と
、
下

山

大
工
三

O
八
人
と
あ
る
。

「
甲
斐
国
士
山
村
里
部
」
文
化
十
一
年
(
一
八
一
四
〉
に
下
山
男
八
=
二
人
と
あ
る
か
ら

み
れ
ば
、
下
山
成
人
男
子
の
八

O
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
大
工
仲
間
の
棟
梁
が
、
甲
斐
三
郡
の
棟
梁
と
な
り
、
役
引
大
工
と
な
っ
て
、
勢
力
を

張
り
、
甲
斐
の
寺
社
の
建
築
は
も
と
よ
り
、
国
内
の
主
要
建
築
を
ほ
と
ん
ど
手
が
け
て

今
に
名
を
残
し
て
い
る
。

ま
た
、
国
内
の
み
で
な
く
、
慶
長
十
九
年
(
一
六
一
四
)
富
士
宮
の
浅
間
神
社
の
楼

門
を
下
山
の
清
助
が
、
宝
永
元
年
(
一
七

O
四
〉
に
は
江
戸
の
芝
白
銀
御
殿
(
徳
川
家

宣
〉
を
下
山
の
石
川
五
左
衛
門
が
建
て
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
日
興
上
人
と
関
係
の
あ

る
下
山
大
工
が
、
富
士
郡
上
野
郷
の
大
石
寺
、
そ
の
他
の
寺
を
も
建
て
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
下
山
の
、
い

や
河
内
の
作
聞
大
工
の
発
展
は
、
想
像
に
余
り
あ
る
も
の
が
あ

る。
明
治
四
年
(
一
八
七
一
)
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
、
江
戸
か
ら
明
治
へ

、
甲
斐
か
ら
山

梨
へ
と
歴
史
は
流
れ
て
、
明
治
六
年
藤
村
県
令
着
任
以
来
十
五
年
の
県
政
は
、
県
民
生

く
に
な
か

み
な
さ

活
を
一
新
し
て
、
文
明
開
花
の
波
が
国
中
に
は
源
っ
た
が
、
産
業
資
源
に
乏
し
い
河
内

の
地
に
は
、
遅
々
と
し
て
及
ば
ず
、
狭
い
痩
地
を
耕
し
、
災

害

と
戦
う
苦
し
い
生
活

は
、
な
お
長
く
続
い
た
。

明
治
三
十
六
年
(
一
九

O
三
〉
中
央
線
開
通
に
も
ま
し
て
、
大
正
九
年
(
一
九
二
八
)

五
月
十
八
日
、
富
士
身
延
線
身
延
駅
の
開
業
、
昭
和
三
年
(
一
九
二

O
〉
の
身
延
、
甲

と
ぎ

府
間
開
通
は
、
鎖
さ
れ
た
峡
南
地
方
に
、
教
育
・
文
化
・
経
済
・
産
業
を
一
新
し
て
、



地
方
民
の
生
活
に
大
き
な
希
望
と
光
明
を
与
え
た
。

こ
こ
ろ
み
に
、
大
正
か
ら
昭
和
へ
か
け
て
の
身
延
町
の
変
化
と
い
う
か
、
動
き
を
み

て
み
よ
う
。

大
正
二
年

(
一
九
一
三
)

三
年
九
年
十
一
年

十
二
年

身
延
門
内
に
電
灯
が
つ
く

小
林
銀
行
身
延
支
庖
開
業

人
力
車
、
馬
車
出
現

身
延
土
産
庖
開
庖

大
野
ト
ン
ネ
ル
開
通

身
延
橋
竣
工

県
立
身
延
中
学
校
開
校

教
報
社
書
庖
開
業

身
延
印
刷
所
開
業

飛
行
艇
就
航

電
話
開
通

身
延
自
動
車
株
式
会
社
開
業

高
等
馬
車
あ
ら
わ
れ
る

グ

十

五

年

身
延
鰍
沢
問
、
ハ
ス
運
行

昭
和
二
年
(
一
九
二
七
)
富
士
身
延
線
電
化
と
な
る

内庁

三

年

身

延

実

科

高

等

女

学

校

開

校

グ

十

一

年

ラ

ジ

オ

二

ハ

一

世

帯

聴

取

以
上
の
よ
う
な
動
き
の
中
に
、
製
材
業
、
運
送
業
な
ど
が
興
り
、
身
延
駅
前
通
り
、

身
延
高
等
学
校
前
通
り
(
梅
平
二
区
〉
が
生
れ
る
な
ど
近
代
化
の
道
を
た
ど
り
、
生
活

環
境
も
急
激
に
変
化
し
て
、
現
代
生
活
の
基
盤
が
つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
近
代
化
は
、
社
会
情
勢
の
赴
く
と
こ
ろ
と
は
い
え
、
身
延
線
の
開
通
が
あ
ず
か

つ
て
、
促
進
し
て
い

る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

車
の
走
り
つ
づ
け
る
国
道
五
十
二
号
線
は
何
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
。
新
し
い
動
脈
と

し
て
、
産
業
経
済
の
発
展
、
生
活
圏
の
拡
大
を
も
た
ら
す
こ
と
を
ね
が
っ
て
い
る
。
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十十
四三
年年
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第
三
章

生
活
の
あ
ら
ま
し
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